
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

告

示

○
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
に
よ
り
救
急
病
院
を
認
定
し
た
件

一
三
四

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ

た
件
六
件

一
三
四

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
意
見
が
あ
っ
た
件

一
三
六

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
り
県
が
意
見
を
述
べ
た
件

一
三
六

○
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
す
る
こ
と
を
認
可
し
た
件

一
三
七

○
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
件
六
件

一
三
七

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件

一
三
八

○
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
件

一
三
九

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

一
三
九

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

○
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
及
び
三
分
の
一
の
数
並
び
に
福
島

県
議
会
議
員
選
挙
区
別
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
を
告

示
す
る
件

一
三
九

告

示

福
島
県
告
示
第
百
三
十
五
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
病
院
を
平
成
二
十
八
年
三
月
九
日
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

名
称

所
在
地

認
定
有
効
期
限

医
療
法
人
辰
星
会
枡
記
念
病
院

二
本
松
市
住
吉
一
〇
〇

平
成
三
一
年
三
月
八
日

（
地
域
医
療
課
）

福
島
県
告
示
第
百
三
十
六
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
八
年
三

月
十
一
日
か
ら
同
年
七
月
十
一
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福

島
県
県
南
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
白
河
市
産
業
部
商
工
課
に
備
え

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

カ
ワ
チ
薬
品
白
河
東
店

福
島
県
白
河
市
中
田
二
十
三
番
一
ほ
か

二

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
の
所
在
地

（
変
更
前
）
福
島
県
白
河
市
中
田
百
十
番
一
ほ
か

（
変
更
後
）
福
島
県
白
河
市
中
田
二
十
三
番
一
ほ
か

三

変
更
し
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
三
日

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
三
日

五

届
出
を
し
た
者

株
式
会
社
カ
ワ
チ
薬
品

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
百
三
十
七
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
八
年
三

月
十
一
日
か
ら
同
年
七
月
十
一
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福

島
県
い
わ
き
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
い
わ
き
市
商
工
観
光
部
商
工

労
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

カ
ワ
チ
薬
品
湯
本
店

福
島
県
い
わ
き
市
常
磐
西
郷
町
字
落
合
四
十
一
番
地
ほ
か

二

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
の
所
在
地

（
変
更
前
）
福
島
県
い
わ
き
市
常
磐
西
郷
町
字
金
山
四
十
一
番
地
ほ
か

（
変
更
後
）
福
島
県
い
わ
き
市
常
磐
西
郷
町
字
落
合
四
十
一
番
地
ほ
か

三

変
更
し
た
年
月
日

───────────────────────────────────────────────────────────
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平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
三
日

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
三
日

五

届
出
を
し
た
者

株
式
会
社
カ
ワ
チ
薬
品

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
百
三
十
八
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
八
年
三

月
十
一
日
か
ら
同
年
七
月
十
一
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福

島
県
県
南
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
矢
吹
町
産
業
振
興
課
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

カ
ワ
チ
薬
品
矢
吹
店

福
島
県
西
白
河
郡
矢
吹
町
八
幡
町
四
百
三
十
四
番
一
ほ
か

二

変
更
し
た
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

（
変
更
前
）
（
仮
称
）
カ
ワ
チ
薬
品
矢
吹
店

（
変
更
後
）
カ
ワ
チ
薬
品
矢
吹
店

２

大
規
模
小
売
店
舗
の
所
在
地

（
変
更
前
）
福
島
県
西
白
河
郡
矢
吹
町
八
幡
町
四
百
三
十
三
番
一
ほ
か

（
変
更
後
）
福
島
県
西
白
河
郡
矢
吹
町
八
幡
町
四
百
三
十
四
番
一
ほ
か

三

変
更
し
た
年
月
日

１

平
成
二
十
四
年
十
二
月
六
日

２

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
三
日

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
三
日

五

届
出
を
し
た
者

株
式
会
社
カ
ワ
チ
薬
品

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
百
三
十
九
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
八
年
三

月
十
一
日
か
ら
同
年
七
月
十
一
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福

島
県
県
中
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
郡
山
市
産
業
観
光
部
産
業
政
策

課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

カ
ワ
チ
薬
品
安
積
店

福
島
県
郡
山
市
安
積
町
荒
井
字
雁
股
八
番
百
一
ほ
か

二

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
の
所
在
地

（
変
更
前
）
福
島
県
郡
山
市
安
積
町
荒
井
字
雁
股
八
番
三
ほ
か

（
変
更
後
）
福
島
県
郡
山
市
安
積
町
荒
井
字
雁
股
八
番
百
一
ほ
か

三

変
更
し
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
三
日

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
三
日

五

届
出
を
し
た
者

株
式
会
社
カ
ワ
チ
薬
品

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
百
四
十
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
八
年
三

月
十
一
日
か
ら
同
年
七
月
十
一
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福

島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
二
本
松
市
産
業
部
商
工
課
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ベ
イ
シ
ア
安
達
店

福
島
県
二
本
松
市
油
井
字
福
岡
百
四
十
番
地
一
ほ
か

二

変
更
し
た
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
所
在
地

（
変
更
前
）
福
島
県
二
本
松
市
油
井
字
福
岡
百
四
十
七
番
地
一
ほ
か

（
変
更
後
）
福
島
県
二
本
松
市
油
井
字
福
岡
百
四
十
番
地
一
ほ
か

２

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表

者
の
氏
名

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ベ
イ
シ
ア

群
馬
県
前
橋
市
亀
里
町
九
百
番
地

代
表
取
締
役

土
屋

嘉
雄

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ベ
イ
シ
ア

群
馬
県
前
橋
市
亀
里
町
九
百
番
地

代
表
取
締
役

高
山

正
雄

３

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
───────────────────────────────────────────────────────────
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て
は
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ベ
イ
シ
ア

群
馬
県
前
橋
市
亀
里
町
九
百
番
地

代
表
取
締
役

土
屋

嘉
雄

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ベ
イ
シ
ア

群
馬
県
前
橋
市
亀
里
町
九
百
番
地

代
表
取
締
役

高
山

正
雄

三

変
更
し
た
年
月
日

１

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
日

２

平
成
十
九
年
一
月
一
日

３

平
成
十
九
年
一
月
一
日

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日

五

届
出
を
し
た
者

株
式
会
社
ベ
イ
シ
ア

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
百
四
十
一
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
規

模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。
な
お
、
当
該
届
出
を
平
成
二
十
八
年
三

月
十
一
日
か
ら
同
年
七
月
十
一
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福

島
県
県
北
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
二
本
松
市
産
業
部
商
工
課
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ベ
イ
シ
ア
安
達
店

福
島
県
二
本
松
市
油
井
字
福
岡
百
四
十
番
地
一
ほ
か

二

変
更
し
た
事
項

１

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表

者
の
氏
名

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ベ
イ
シ
ア

群
馬
県
前
橋
市
亀
里
町
九
百
番
地

代
表
取
締
役

高
山

正
雄

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ベ
イ
シ
ア

群
馬
県
前
橋
市
亀
里
町
九
百
番
地

代
表
取
締
役

赤
石

好
弘

２

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）
別
紙
書
面
の
と
お
り

（
変
更
後
）
別
紙
書
面
の
と
お
り

三

変
更
し
た
年
月
日

１

平
成
二
十
三
年
三
月
一
日

２

別
紙
書
面
の
と
お
り

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
六
日

五

届
出
を
し
た
者

株
式
会
社
ベ
イ
シ
ア

（
「
別
紙
書
面
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
書
面
を
縦
覧
場
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
百
四
十
二
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二
十

八
年
三
月
十
一
日
か
ら
同
年
四
月
十
一
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り

課
、
福
島
県
い
わ
き
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
い
わ
き
市
商
工
観
光

部
商
工
労
政
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

片
倉
フ
ィ
ラ
チ
ャ
ー

福
島
県
い
わ
き
市
平
字
三
倉
六
十
八
番
地
一
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
い
わ
き
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
告
示
第
百
四
十
三
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
四

項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二

十
八
年
三
月
十
一
日
か
ら
同
年
四
月
十
一
日
ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く

り
課
、
福
島
県
県
南
地
方
振
興
局
企
画
商
工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
及
び
泉
崎
村
事
業
課
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（
仮
称
）
ツ
ル
ハ
ド
ラ
ッ
グ
福
島
泉
崎
店

福
島
県
西
白
河
郡
泉
崎
村
大
字
泉
崎
字
八
丸
百
六
十

五
番
一

二

法
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
県
の
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）
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福
島
県
告
示
第
百
四
十
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
で
準
用
す
る
同
法
第
十

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
会
津
大
川
土
地
改
良
区
が
会
津
大
川
地
区
維
持
管
理
事
業
に
係
る
土
地
改

良
事
業
計
画
を
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
八
年
二
月
二
十
九
日
認
可
し
た
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
四
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
八
年
三
月
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
霊
山

福
島
市
飯
野
町
明
治
字
大

変
更
前

Ａ

五
・
六
〜

一
、
〇
七
五
・
二

松
川
線

黒
田
二
八
番
一
地
先
か
ら

一
八
・
五

同

市
松
川
町
沼
袋
字
椚

林
二
九
番
地
先
ま
で

変
更
後

Ａ

五
・
六
〜

一
、
〇
七
五
・
二

四
四
・
四

Ｂ

七
・
五
〜

一
、
一
〇
〇
・
九

四
四
・
四

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
四
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
北
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
八
年
三
月
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
福
島

福
島
市
松
川
町
沼
袋
字
椚

変
更
前

Ａ

一
三
・
四
〜

一
、
〇
八
四
・
四

飯
野
線

林
二
九
番
地
先
か
ら

四
三
・
六

同

市
飯
野
町
明
治
字
猫

山
二
番
地
先
ま
で

変
更
後

Ａ

一
三
・
四
〜

一
、
〇
八
四
・
四

四
三
・
六

Ｂ

一
三
・
四
〜

一
、
二
一
二
・
〇

四
五
・
七

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
四
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
中
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
八
年
三
月
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
荒
井

郡
山
市
喜
久
田
町
字
遠
北

変
更
前

九
・
五
〜

七
三
〇
・
七

郡
山
線

原
四
番
一
二
九
地
先
か
ら

一
六
・
〇

同

市
喜
久
田
町
字
四
十

坦
五
番
一
三
一
地
先
ま
で

変
更
後

一
〇
・
二
〜

七
二
六
・
〇

二
八
・
八

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
四
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
国
道
に

つ
い
て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路

計
画
課
及
び
福
島
県
県
南
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
八
年
三
月
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
八
年
三
月
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄
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変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

一
般
国
道

白
河
市
小
田
川
字
二
枚
橋

変
更
前

二
九
・
〇
〜

五
〇
・
〇

二
九
四
号

六
一
番
地
先
か
ら

三
四
・
四

同

市
小
田
川
字
二
枚
橋

一
七
番
三
地
先
ま
で

変
更
後

一
六
・
一
〜

五
〇
・
〇

二
二
・
一

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
四
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
県
南
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
八
年
三
月
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
矢
吹

西
白
河
郡
矢
吹
町
三
城
目

変
更
前

一
二
・
六
〜

一
〇
二
・
六

小
野
線

三
八
一
番
一
地
先
か
ら

二
二
・
三

同

郡
同

町
東
川
原

五
九
〇
番
一
地
先
ま
で

変
更
後

一
二
・
六
〜

一
〇
二
・
六

二
二
・
三

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
百
五
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
県
道
に
つ
い

て
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画

課
及
び
福
島
県
喜
多
方
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
八
年
三
月
十
一
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

変
更
前

敷
地
の
幅
員

延

長

路
線
名

区

間

変
更
後

の

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

県
道
塩
川

喜
多
方
市
慶
徳
町
山
科
字

変
更
前

Ａ

一
三
・
五
〜

二
七
八
・
五

山
都
線

泡
ノ
巻
四
八
一
一
番
四
地

三
八
・
〇

先
か
ら

河
沼
郡
会
津
坂
下
町
大
字

変
更
後

Ａ

一
三
・
五
〜

二
七
八
・
五

長
井
字
新
田
東
一
三
三
番

七
五
・
〇

一
地
先
ま
で

Ｂ

一
三
・
五
〜

三
三
一
・
五

七
一
・
〇

Ｃ

一
一
・
〇
〜

二
六
四
・
五

七
七
・
〇

（
道
路
計
画
課
）

公

告

公
告
第
五
十
一
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
三
月
二
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ぬ
く
森

三

代
表
者
の
氏
名

長
沢

格

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
伊
達
市
保
原
町
字
久
保
四
十
七
番
地
三

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
が
い
者
に
対
し
て
自
立
支
援
を
目
的
と
し
、
生
活
援
助
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、

健
や
か
に
暮
ら
せ
る
地
域
づ
く
り
と
そ
の
他
の
日
常
生
活
上
の
援
助
の
福
祉
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

（
文
化
振
興
課
）
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公
告
第
五
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、

後
沢
地
区
に
係
る
県
営
農
村
地
域
復
興
再
生
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
（
通
作
条
件
型
）
）

の
工
事
は
、
平
成
二
十
七
年
五
月
二
十
八
日
完
了
し
た
の
で
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

（
農
村
計
画
課
）

公
告
第
五
十
三
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
し
、
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
一
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

土
地
改
良
区
の
名
称

伊
達
西
根
堰
土
地
改
良
区

退
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

賀
藤

貞

伊
達
郡
国
見
町
大
字
徳
江
字
小
林
三
〇
番
地
一

同

佐
藤

秀
雄

伊
達
郡
桑
折
町
大
字
下
郡
字
遠
上
九
番
地
の
一

同

小
張

彰

同

町
大
字
谷
地
字
藤
唐
巻
六
番
地

同

𠮷
田

尚
夫

伊
達
市
屋
敷
間
五
番
地

同

櫻
井

元
七

福
島
市
飯
坂
町
湯
野
字
暮
坪
二
四
番
地

同

佐
藤

春
雄

伊
達
郡
桑
折
町
大
字
松
原
字
姫
松
一
三
番
地

同

林
王

弘
伊
治

同

町
字
杉
ノ
前
七
九
番
地

同

佐
久
間

利
信

伊
達
郡
国
見
町
大
字
藤
田
字
中
沢
六

三
番
地

同

井
砂

由
男

同

町
大
字
西
大
枝
字
西
六
番
地

同

大
阪

藤
夫

伊
達
市
梁
川
町
東
大
枝
字
愛
宕
前
二
〇
番
地
一
〇

監
事

飯
沼

利
夫

同

町
五
十
沢
字
羽
山
下
三
四
番
地

同

鈴
木

千
代
七

福
島
市
飯
坂
町
東
湯
野
字
外
畑
一
九
番
地
の
一

同

吉
田

敏
朗

伊
達
市
新
町
五
二
番
地
一

同

亀
岡

吉
德

伊
達
郡
桑
折
町
大
字
伊
達
崎
字
道
林
三
〇
番
地

同

八
島

藤
市

伊
達
郡
国
見
町
大
字
高
城
字
弘
前
一
〇
番
地

就
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

佐
藤

秀
雄

伊
達
郡
桑
折
町
大
字
下
郡
字
遠
上
九
番
地
の
一

同

小
張

彰

同

町
大
字
谷
地
字
藤
唐
巻
六
番
地

同

佐
久
間

利
信

伊
達
郡
国
見
町
大
字
藤
田
字
中
沢
六

三
番
地

同

吉
田

敏
朗

伊
達
市
新
町
五
二
番
地
一

同

茨
木

長
利

福
島
市
飯
坂
町
湯
野
字
石
橋
一
二
番
地

同

佐
藤

春
雄

伊
達
郡
桑
折
町
大
字
松
原
字
姫
松
一
三
番
地

同

菊
地

孝
一

伊
達
郡
国
見
町
大
字
塚
野
目
字
沢
六
番
地

同

井
砂

由
男

同

町
大
字
西
大
枝
字
西
六
番
地

監
事

飯
沼

利
夫

伊
達
市
梁
川
町
五
十
沢
字
羽
山
下
三
四
番
地

同

鈴
木

千
代
七

福
島
市
飯
坂
町
東
湯
野
字
外
畑
一
九
番
地
の
一

同

林
王

弘
伊
治

伊
達
郡
桑
折
町
字
杉
ノ
前
七
九
番
地

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
六
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
、
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十

一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分

の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数

に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ

の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て

得
た
数
）
並
び
に
地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
福
島
県
議
会
議
員
の
選
挙
区
別
の
選
挙

権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ

て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る

数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）
は
、
平
成
二
十
八
年
三
月
二
日
現
在
に
お
い
て
、
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
十
一
日

福
島
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

菊

地

俊

彦

一

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数

三
二
、
〇
六
九

二

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場

合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八

十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十

万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）

三
〇
〇
、
四
二
八

三

福
島
県
議
会
議
員
の
選
挙
区
別
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
三
分
の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万

を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
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場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一

を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）

選

挙

区

選

挙

区

福

島

市

七
八
、
〇
九
八

田
村
市
田
村
郡

一
八
、
七
四
六

会

津

若

松

市

三
三
、
〇
〇
〇

南
相
馬
市
相
馬
郡
飯
舘
村

一
九
、
六
八
五

郡

山

市

八
八
、
八
〇
〇

伊
達
市
伊
達
郡

二
七
、
八
五
一

い

わ

き

市

九
〇
、
八
六
一

本
宮
市
安
達
郡

一
〇
、
六
一
一

白
河
市
西
白
河
郡

三
〇
、
一
五
〇

南

会

津

郡

七
、
九
六
八

須
賀
川
市
岩
瀬
郡

二
六
、
一
二
一

河

沼

郡

六
、
四
四
九

喜
多
方
市
耶
麻
郡

二
一
、
六
八
八

大

沼

郡

七
、
六
八
一

相
馬
市
相
馬
郡
新
地
町

一
一
、
九
八
三

東

白

川

郡

九
、
二
三
四

石

川

郡

一
一
、
五
六
〇

二

本

松

市

一
五
、
六
六
九

双

葉

郡

一
八
、
三
二
四


